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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体及び／または固体物質の対象有機分子と関連する分析物を検出するポータブルデバ
イス（１００）であって、
　前記分析物と反応するよう選択された分析試薬を含む試液の液体と、
　突き刺し可能な膜壁（１４０）でシールされている、前記試液を含むテストチャンバ（
１０８）と、
　前記試液とテスト混合物を形成するように、前記テストチャンバにサンプルを配置する
ために、前記膜壁を突き刺すように、取り外し可能に配置されるプローブ（１２０）と、
　磁気、電気、及び光特性の１つもしくは複数である、前記テスト混合物の特性の少なく
とも１つを刺激する刺激源（１１２）と、
　前記分析物と前記分析試薬との間の反応を示す前記テストチャンバの前記テスト混合物
の前記少なくとも１つの特性の時間的なパターンを検出するように配置されたセンサ（１
１６）と、
　前記センサ（１１６）と通信可能に接続され、検出された前記少なくとも１つの特性の
時間的なパターンに少なくとも部分的に基づいて、前記分析物を前記サンプルが含むか否
か評価するように構成されているプロセッサ（１２４）と、
　を含む、
　ポータブルデバイス。
【請求項２】
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　前記刺激源（１１２）は光源、電場源、電流源、及び磁場源の少なくとも１つを含む、
　請求項１に記載のポータブルデバイス。
【請求項３】
　前記時間的なパターンは少なくとも１つの第２波長の光放射が続く少なくとも１つの第
１波長の光放射を含む、
　請求項１または請求項２に記載のポータブルデバイス。
【請求項４】
　前記分析物の存在を示すように制御可能なディスプレイ（１２８）、
　を含む、
　請求項１に記載のポータブルデバイス。
【請求項５】
　前記テストチャンバ（１０８）は照射窓（１６４）及びセンサ窓（１６８）をもち、
　前記刺激源（１１２）は、前記照射窓を通して、前記テストチャンバの少なくとも部分
を照射するように向けられた光源を含み、
　前記センサ（１１６）は、前記センサ窓を通して、前記テストチャンバから光放射を検
出するように向けられた光センサを含む、
　請求項１に記載のポータブルデバイス。
【請求項６】
　前記テストチャンバは１μＬ～２５０μＬの前記試液を含むか、もしくは、
　前記テストチャンバは１ｍＬより少ない容量をもつ、
　請求項１～請求項５の何れか1項に記載のポータブルデバイス。
【請求項７】
　前記センサ（１１６）、及び収容キャビティ（１４４）を含む本体（１０４）、
　を含み、
　前記テストチャンバ（１０８）は前記収容キャビティに配置可能で取り外し可能である
、
　請求項１～請求項６の何れか1項に記載のポータブルデバイス。
【請求項８】
　前記テストチャンバ（１０８）は廃棄可能で一回だけ使用されるか、もしくは、
　前記ポータブルデバイスは、
　前記収容キャビティ（１４４）に配置可能で取り外し可能な廃棄可能なカートリッジ（
１３２）、
　をさらに含み、
　前記カートリッジは前記テストチャンバ及び入口通路（１７６）を含み、
　前記入口通路は前記プローブ（１２０）の少なくとも部分を受け入れるサイズを有し、
　前記入口通路はダウンストリーム端とは反対側にアップストリーム端を有し、
　前記ダウンストリーム端は膜（１４０）を含む、
　請求項７に記載のポータブルデバイス。
【請求項９】
　少なくとも１つの第２テストチャンバ（１０８）、
　をさらに含み、
　前記第２テストチャンバの各々は試液の液体の各々を含み、
　前記第２テストチャンバの各々は突き刺し可能な膜壁の各々でシールされている、
　請求項１～請求項８の何れか1項に記載のポータブルデバイス。
【請求項１０】
　前記プローブ（１２０）は、前記膜壁（１４０）を突き刺す尖ったプローブシャフト端
をもつプローブシャフト（１９２）を含み、
　前記プローブシャフトはリトラクタブルであり、
　前記プローブシャフトは伸長位置及び収納位置をもち、
　前記プローブが前記テストチャンバに伸長し、前記プローブシャフトが前記伸長位置で
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ある場合、前記プローブシャフトは、前記１つもしくは複数の特性を検出する前記センサ
と少なくとも部分的に干渉し、
　前記センサによる検出の前記プローブシャフトによる干渉は、前記プローブが前記テス
トチャンバに伸長し、前記プローブシャフトが収納位置である場合、少なくとも部分的に
低減される、
　請求項１～請求項９の何れか1項に記載のポータブルデバイス。
【請求項１１】
　液体及び／または固体物質の有機分子と関連する分析物を検出する方法であって、
　テストチャンバ（１０８）に含まれる前記分析物と反応するように選択された試薬を含
む試液の液体にプローブ（１２０）からサンプルを配置するように、前記プローブ（１２
０）でテストチャンバ壁（１４０）を突き刺し、
　前記サンプルと前記試液とを混合し、前記テストチャンバでテスト混合物を形成し、
　磁気、電気、及び光特性の１つもしくは複数である、前記テストチャンバの前記テスト
混合物の少なくとも１つの特性を刺激し、
　前記分析物と分析試薬との間の反応を示す前記テストチャンバの前記テスト混合物の１
つもしくは複数の特性の時間的なパターンを検知し、
　少なくとも１つの検出された前記特性の、検知された前記時間的なパターンに、少なく
とも部分的に基づいて、前記サンプルが前記分析物を含むか否か評価する、
　分析物を検出する方法。
【請求項１２】
　前記突き刺す前に、
　前記試液の前記１つもしくは複数の特性を検知する、
　ことをさらに含む、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記試液の検知された前記１つもしくは複数の特性と、前記テスト混合物の検知された
前記１つもしくは複数の特性と、を比較し、前記サンプルに前記分析物が存在するか否か
判定する、
　ことをさらに含む、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記時間的なパターンは少なくとも１つの第２波長の光放射が続く少なくとも１つの第
１波長の光放射を含む、
　請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、有機分子検知のためのポータブルデバイス及び方法の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの人が、食物アレルギーと共に暮らしている。多くの食物アレルギーは過酷であり
、アレルゲンの摂取は生命を脅かす。いくつかの場合、食物の成分リストを入手すること
は、実際的ではないか、または、不可能であり、アレルギーの過酷さは、当を得ない成分
リストもしくは個人の確信に依存する。これらの場合、アレルギーをもつ人は、安全な食
物を食べることを控え、施設の利用またはアクティビティへの参加を控えることになる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　態様の一つにおいて、液体及び／または固体物質の対象有機分子に関連する分析物を検
出するポータブルデバイスが提供される。デバイスはテストチャンバ、プローブ、及びセ
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ンサを含んでいてもよい。テストチャンバは、分析物と反応するように選択された分析試
薬を含む試液の液体を含んでいてもよい。テストチャンバは突き刺し可能な膜壁によって
シールされていてもよい。プローブは、試液とテスト混合物を形成するように、テストチ
ャンバにサンプルを配置するために膜壁を突き刺すように、取り外し可能に配置可能であ
ってよい。センサは、分析物と分析試薬との間の反応を示すテストチャンバのテスト混合
物の１つもしくは複数の特性を検出するように配置されてもよい。
【０００４】
　他の態様において、液体及び／または固体物質の有機分子に関連する分析物を検出する
方法が提供される。方法は、テストチャンバに含まれる分析試薬を含む試液の液体にプロ
ーブからサンプルを配置するように、プローブでテストチャンバ壁を突き刺し、試液とサ
ンプルとを混合してテストチャンバでテスト混合物を形成し、分析物と分析試薬との間の
反応を示すテストチャンバのテスト混合物の１つもしくは複数の特性を検知する、ことを
含んでいてもよい。
【０００５】
　他の態様において、有機分子検知システムが提供される。システムは、液体及び／また
は固体物質の対象有機分子と関連する分析物を検出するポータブルデバイス、及び、物質
の１つもしくは複数のテストに関連するセンサデータを受信するように、ポータブルデバ
イスに接続されている計算処理デバイスを含んでいてもよい。計算処理デバイスは、物質
の分析物の存在に対応するテスト結果を生成するために、センサデータを分析するように
動作する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】少なくとも１つの実施例によるポータブルデバイスの斜視図である。
【図２】他の実施例による、食物のプレート及びポータブルデバイスの概念図である。
【図３】他の実施例による、ポータブルデバイスの概念図である。
【図３Ｂ】他の実施例による、ポータブルデバイスの概念図である。
【図３Ｃ】他の実施例による、ポータブルデバイスの概念図である。
【図３Ｄ】他の実施例による、ポータブルデバイスの概念図である。
【図４】図３のカートリッジの斜視図である。
【図４Ｂ】他の実施例による、カートリッジの斜視図である。
【図４Ｃ】他の実施例による、カートリッジの斜視図である。
【図４Ｄ】他の実施例による、クリーニングチャンバの斜視図である。
【図５】複数のテストチャンバを含むポータブルデバイスの概念図である。
【図５Ｂ】複数のテストチャンバ及びクリーニングチャンバを含むポータブルデバイスの
概念図である。
【図５Ｃ】複数のテストチャンバを含むカートリッジの斜視図である。
【図５Ｄ】複数のテストチャンバ及びクリーニングチャンバを含むカートリッジの斜視図
である。
【図６】ピットを有するプローブシャフトの部分の概念図である。
【図６Ｂ】面チャネルを有するプローブシャフトの部分の概念図である。
【図６Ｃ】複数の非連続に配置された面チャネルを有するプローブシャフトの部分の概念
図である。
【図７】遠位端キャビティを有するプローブシャフトの部分の断面図である。
【図８】研磨突出を有するプローブシャフトの部分の概念図である。
【図９】入口通路、テストチャンバ、入口通路がドアを有するプローブの断面図である。
【図１０】入口通路、テストチャンバ、入口通路がドアを有するプローブの断面図である
。
【図１１】入口通路、テストチャンバ、リトラクタブルシャフトを有するプローブの断面
図である。
【図１２】入口通路、テストチャンバ、リトラクタブルシャフトを有するプローブの断面
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図である。
【図１３】ルーメン及びルーメンのリトラクタブルプランジャーを有するシャフトを含む
プローブの断面図である。
【図１４】ルーメン及びルーメンのリトラクタブルプランジャーを有するシャフトを含む
プローブの断面図である。
【図１５】プローブがリトラクタブルシャフトを有し、シャフトがルーメン及びルーメン
のリトラクタブルプランジャーを有する場合の、入口通路、テストチャンバ、及びプロー
ブの断面図である。
【図１６】プローブがリトラクタブルシャフトを有し、シャフトがルーメン及びルーメン
のリトラクタブルプランジャーを有する場合の、入口通路、テストチャンバ、及びプロー
ブの断面図である。
【図１７】物質の分析物を検出する方法を例示するフローチャートである。
【図１８】計算処理デバイスを介してネットワークに接続されているポータブルデバイス
を例示する概念図である。
【図１９】ネットワークに接続されているポータブルデバイスを例示する概念図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　多くの実施例が、この応用で説明され、例示的な目的のためだけに提示される。説明さ
れた実施例はいかなる意味でも限定を意図していない。本発明は、本開示から明らかであ
るように、多くの実施例に適用可能である。本開示から逸脱することなく、本発明を変更
することが可能である。本発明の詳細な特徴は一つもしくは複数の特定の実施例もしくは
図面を参照して説明されるが、当該特徴は当該一つもしくは複数の特定の実施例もしくは
図面での使用に限定されない。
【０００８】
　「実施例」を含む用語は、明示的な特段の説明がない場合、「本発明の一つもしくは複
数の（全てではないが）実施例」を意味する。
【０００９】
　用語「含む」及びこれに近い用語は、明示的な特段の説明がない場合、「含むが限定は
されない」ことを意味する。アイテムのリストは、明示的な特段の説明がない場合、アイ
テムの何れかまたは全てが相互に排他的であることを暗示しない。用語「１つの」などは
、明示的な特段の説明がない場合、「１つもしくは複数の」を意味する。
【００１０】
　２つ以上の部分は、リンクが生じることで、２つ以上の部分が結び合わされ、もしくは
、直接的または間接的に（即ち、１つ以上の介在部分を介して、）一緒に動作すると、「
結合」され、「接続」され、「付着」され、「接合」される、と言われる。２つ以上の部
分は、２つ以上の部分が、相互に、物理的に接続されている場合、「直接的に結合」され
、「直接的に接続」され、「直接的に付着」され、「直接的に接合」される、と言われる
。２つ以上の部分は、相互に相対的に一定の方向を維持し、一体として移動するように、
２つ以上の部分が接続されている場合、「強固に結合」され、「強固に接続」され、「強
固に付着」され、「強固に接合」される、と言われる。用語「結合」され、「接続」され
、「付着」され、「接合」され、は、２つ以上の部分が結び合わされる状態であり、区別
されない。
【００１１】
　第１要素は、明示的な特段の説明がない場合、第１要素の少なくとも部分が第２要素で
受け取られる場合、「第２要素」で「受け取」られる、と言われる。
【００１２】
　図１を参照すると、少なくとも１つの実施例によるポータブルデバイス１００が示され
る。デバイス１００は、物質のサンプルにおける関連する分析物の存在を検出することで
、対象有機分子（例えば、アレルゲン）について、液体及び／または固体物質（例えば、
食物などの消耗可能な産物）をテストするポータブルデバイスである。デバイス１００の
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可搬性により、ユーザはデバイス１００を、例えば、レストラン、パーティなどに持ち運
ぶことができ、サンプル（例えば、食物）を即座に（例えば、実質的に、即座に）使用す
る前に（例えば、消費する前に）テストすることができる。食物及び食物アレルギーのコ
ンテキストにおいて、ソーシャルアクティビティに関連し、通常であれば避ける食物を消
費することによる過酷なアレルギーの負担からユーザを解放する。ほぼ即座に行われるテ
ストにより、食物テストは、より目立たなくなり、アレルギーに関連する汚名のいくつか
を除去することができる。
【００１３】
　デバイス１００は、テストチャンバ１０８、光源１１２及び光センサ１１６を含む本体
（即ち、筐体）１０４を含む。プローブ１２０によれば、ユーザは、サンプルを収集し、
光源１１２及び光センサ１１６を使用するテストのために、テストチャンバ１０８にサン
プルを配置することができる。バッテリ１２２は光源１１２及び光センサ１１６に電力を
供給する。いくつかの場合において、デバイス１００は、光センサ１１６からの読み出し
を受信し、配置されたサンプルに対象有機物質に関連する分析物が存在するか否かを評価
するプロセッサ１２４を含む。代替的に、もしくは、追加的に、プロセッサ１２４は、分
析のために光センサ１１６からコンピューティングデバイス（例えば、スマートフォン）
に読み出しを（無線で、または、有線で）伝達する。デバイス１００はテスト結果を示す
よう制御可能であるディスプレイ１２８を含んでいてもよい。
【００１４】
　図２及び図３を参照すると、ポータブルデバイス１００は、テストチャンバ１０８を含
む取り外し可能なカートリッジ１３２を含む。テストチャンバ１０８は、分析試薬を含む
テスト試液１３６及び突き刺し可能膜壁１４０を含む。カートリッジ１３２は、取り外し
可能に、本体１０４の収容キャビティ１４４に挿入可能である。これにより、テストチャ
ンバ１０８は、光源１１２から光放射を受け取り、光センサ１１６に光放射を出射するよ
うに位置合わせされる。
【００１５】
　プローブ１２０は、産物１４８（例えば、食物）に突き刺され、プローブ１２０上、ま
たは、プローブ１２０内に、液体及び／または固体食物サンプルを収集し、プローブ１２
０は、さらに、膜壁１４０を突き刺すために使用される。これにより、プローブ１２０の
サンプル１５２はテスト混合物１５４を生成するために試液１３６と混合される。光源１
１２は、１つもしくは複数の第１波長（例えば、２５０ｎｍ）をもつ光放射でテスト混合
物１５４を照射し、光センサ１１６は対象有機物質（例えば、アレルゲン）に関連する分
析物の存在を示す１つもしくは複数の第２波長（例えば、４５０ｎｍ）をもつ光放射を検
出する。光センサ１１６からの読み出しが評価され、サンプル１５２が分析物を含むか否
か判定され、結果がディスプレイ１２８に表示される。カートリッジ１３２が廃棄され、
次のテストのために新しいカートリッジで置き替えられる。
【００１６】
　以下の実施例において、物質１４８は食物（消費可能な産物）として説明され、サンプ
ル１５２は食物サンプルとして説明される。しかしながら、薬、有機化合物、たんぱく質
、及び他の細胞物質などの他の液体及び／または固体物質で、本実施例のポータブルデバ
イス１００が使用されてもよい。以下のいくつかの実施例のポータブルデバイス１００は
、アレルゲンを検出する例によって説明される。しかしながら、薬、特定のアレルゲンま
たは食物感受性の他のトリガー、細菌性副産物、診断による特定分析物、がんマーカ、及
び他の細胞物質などの他の有機分子を検出するために使用されてもよい。
【００１７】
　光源１１２は、光放射を射出する刺激源の例であり、光センサ１１６は光放射を検出す
るセンサの例である。他の実施例において、光源１１２及び光センサ１１６は、例えば、
磁場もしくは電気特性を検知する一つもしくは複数の他の検知システムによって置き替え
られてもよいし、補われてもよい。
【００１８】
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　図３Ｃは、磁気検知システムを含むポータブルデバイス１００ｂの実施例を示す。ポー
タブルデバイス１００ｂは、刺激コイル１１２ｂ及び磁場検知ワイヤ１１６ｂの形態の磁
場刺激ワイヤ（「刺激源」）をもつ。刺激コイル１１２ｂはテストチャンバ１０８ｂの周
囲に巻かれ得る。検知ワイヤ１１６ｂは、テストチャンバを通過し得、例えば、コンジッ
トに検知ワイヤを配置することで、もしくは、シースで検知ワイヤを覆うことで、一般的
に、テスト混合物と電気的に絶縁される。デバイス１００ｂにおいて、検知ワイヤ１１６
ｂは筐体コンタクト１２６ｂ及びカートリッジコンタクト１２７ｂによって、コンダクタ
１２３ｂと接続される。コンダクタ１２２ｂはプロセッサ１２４ｂと接続される。コンダ
クタ１２２ｂは、アナログデジタルコンバータなどの信号プロセッサ１２９を介して接続
されてもよい。検知ワイヤ１１６ｂは、コイルの形態であってもよい。より一般的には、
何れかの方法で、刺激ワイヤ及び検知ワイヤが形成され、配置されることで、テストチャ
ンバの内容の磁気特性の変化が検知される。ポータブルデバイス１００ｂにおいて、刺激
コイル１１２ｂの電流の形態で刺激信号を適用することで、磁場がテストチャンバ１０８
ｂで誘導される。磁場は、検知ワイヤ１１６ｂに電流を誘導する。刺激コイル１１２ｂと
検知ワイヤ１１６ｂとの磁気結合は、テストチャンバの内容の（誘電特性または透磁性な
どの）磁気特性または当該内容に依存して変動し、電圧または電流の変化として計測し得
る、検知ワイヤ１１６ｂに誘導される信号の変化をもたらす。プロセッサ１２４は、検知
ワイヤ１１６ｂの信号計測に対応する読み出しを受信し、検出した磁場または磁場の変動
（静的または時間的なパターン）がテスト混合物における対象分析物の存在を示すか否か
を判定する。
【００１９】
　図３Ｄは、プレート１１８ａ及び１１８ｂをもつ電気センサ１１６ｃを含む伝記検知シ
ステムを含むポータブルデバイス１００ｃの実施例を示す。プレート１１８は、収容キャ
ビティ１４４ｃの壁面または内部に隣接して配置され得る。テストチャンバ１０８ｃの内
容のキャパシタンス、リアクタンス、または抵抗などの電気特性の変化は、プレート１１
８の間で計測され得る。リムーバブルカートリッジ１３２ｃを使用するいくつかの実施例
において、プレート１１８は、テストチャンバ１０８ｃ内に導入され、本体１０４ｃ内で
、コンダクタ１２６ｃと電気的に接続され得る。電気検知システムは、刺激なしで、電気
センサ１１６ｃを使用して、電気特性を、受動的に、検出し得る。代替的に、電気検知シ
ステムは、テストチャンバの内容をわたる電流または電場を適用する刺激源１１２ｃを含
み得る。プロセッサ１２４は、電気センサ１１６ｃからの読み出しを受信し、検出された
電気特性または電気特性の変化（静的または時間的なパターン）がテスト混合物における
対象分析物の存在を示すか否か判定する。
【００２０】
　図１、３Ｃ、及び３Ｄを参照するいくつかの実施例において、ポータブルデバイス１０
０は２つもしくは複数の検知システムを含み得る。これにより、ポータブルデバイス１０
０は、光放射、磁場、もしくは電気特性などの検出された特性の２つ以上の組み合わせを
参照して、分析物の存在を判定することができるので、いくつかの分析物の検出が可能と
なるか、もしくは改善される。
【００２１】
　図３に示されるバッテリ１２２は、光源１１２、光センサ１１６、プロセッサ１２４、
及びディスプレイ１２８などのポータブルデバイス１００の一つもしくは複数のエネルギ
ー消費コンポーネントに電力を供給するのに適した、一つもしくは複数のエネルギー蓄積
デバイスであってよい。例えば、バッテリ１２２は、アルカリ、Ｎｉ－ＣＡＤ、ＮｉＭＨ
もしくは、Ｌｉイオンバッテリであってよく、充電可能なバッテリであってもよいし、一
度使用すると廃棄するバッテリであってもよい。好ましくは、バッテリ１２２は、ポータ
ブルデバイス１００の可搬性を促進するように、小さい形態を有する。例えば、バッテリ
１２２は、一つもしくは複数の単３、単４、単２、単１、９Ｖ形、ＣＲ－Ｖ３、ＣＲ－２
０３２、もしくはポータブル家電（例えば、カメラ、スマートフォン、リモコンなど）で
通常見られるタイプの電池と同様のサイズの電池であってよい。
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【００２２】
　ポータブルデバイス１００は、液体の分析試薬を保存するのに適したいずれかのテスト
チャンバ１０８を含む。これにより、分析試薬と混合する食物サンプルを置くことができ
、テストチャンバの食物サンプルと分析試薬とのテスト混合物の光学テストが可能となる
。例において、テストチャンバ１０８は、試液１３６を含む内部容積１６０を画定する一
つもしくは複数のチャンバ壁１５６を含む。少なくとも１つの壁１４０は、テストチャン
バ１０８に食物サンプルを置くために、プローブ１２０によって突き刺し可能な膜によっ
て形成される。テストチャンバ１０８は、示されるような直方体、もしくは他の規則的な
または不規則な形状であってよい。例えば、テストチャンバ１０８は、医薬用ブリスター
パックと同様な、突き刺し可能な壁１４０によってシールされる丸みのある（例えば、半
球状の）チャンバ壁１５６を有していてもよい。チャンバ壁１５６の各々は硬くてもよい
し、曲げが可能であってもよい。例えば、チャンバ壁１５６の全ては硬く、膜壁１４０を
除いて、突き刺しに実質的に対抗してもよい。膜壁１４０は曲げが可能であり、突き刺し
を許容する。これにより、テストチャンバ１０８は、照射及び光検出のための予測可能な
形状を有することができる。
【００２３】
　１つもしくは複数のチャンバ壁１５６の少なくとも部分は透明または半透明であってよ
く、内部のテスト混合物１５４の照射及び対象有機分子（例えば、アレルゲン）と関連す
る対象分析物の光検出を可能とする。例において、チャンバ壁１５６は照射窓１６４及び
センサ窓１６８を含む。照射窓１６４及びセンサ窓１６８の各々は、少なくとも部分的に
透明であり、これにより、少なくとも対象波長の光放射がテストチャンバ１０８に入出す
ることを可能とする。いくつかの実施例において、照射窓１６４及びセンサ窓１６８の一
方または双方は、光フィルタを有し、テストプロトコルに従って、所定の光放射波長の通
過を遮蔽する。例えば、テストプロトコルは、第１波長を有する光放射でテスト混合物１
５４を照射すること、及び、食物サンプル１５２における対象分析物の存在を示す第２波
長を有する光放射を検出することを含み得る。この場合、光源１１２が、追加的に、第２
波長で光放射を射出する場合、照射窓１６４は光フィルタ１７２を有し、第２波長の光放
射を遮蔽してもよい。これにより、テスト混合物１５４を介するのではなく、光源１１２
により射出される光放射を直接検出することで生じる誤った肯定を回避する支援となる。
他の実施例では、光フィルタ１７２は、光源１１２とテストチャンバ１０８との間で本体
１０４に形成されてもよい。例えば、収容キャビティ１４４の部分は、照射窓１６４の代
わりに、もしくは、加えて、光フィルタ１７２を含んでいてもよい。
【００２４】
　照射窓１６４及びセンサ窓１６８は、図１に示されるように、別個であり、チャンバ壁
１５６と離れていてもよいし、接触していてもよいし、重複していてもよいし、隣接して
いてもよい。例において、センサ窓１６８は、照射窓１６４と反対側に位置し、対向して
いる。これにより、照射窓１６４を通りテストチャンバ１０８に向かう光放射は、センサ
窓１６８に、テスト混合物１５４内部を通り、直接向かう。これにより、センサ窓１６８
に向かって、テストチャンバ１０８を通過する光放射の減衰を低減することで、光センサ
１１６の感度を改善し得る。代替的な実施例において、センサ窓１６８及び照射窓１６４
は、相互に対向せず、テストプロトコルにしたがって光センサ１１６に向かう、光源１１
２からの光放射の直接的な通過が妨げられてもよい。例えば、センサ窓１６８は、照射窓
１６４と実質的に直交する向きであってもよい。他の実施例において、センサ窓１６８及
び照射窓１６４は、まったく同一であり、これにより、光源１１２はテストチャンバ１０
８を照射し、光センサ１１６は、同じウィンドウ１６４、１６８を通る、テストチャンバ
１０８からの照射を検出する。
【００２５】
　図３Ｂは、複数の光源１１２を含むデバイス１００の実施例を示し、光源１１２の各々
は、テストチャンバ１０８の異なる側面からテストチャンバ１０８に光放射が向かうよう
に配置される。例えば、光源１１２は、反対側のテストチャンバ壁１５６を通り、テスト
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チャンバ１０８へ到達するように光を向ける。異なる方向からテストチャンバ１０８を照
射する複数の光源１１２を備えることで、高価でないより小さい光源１１２を使用するこ
とができ、光源１１２により射出される光放射からテスト混合物１５４の部分が隠れる確
率を低減することができ、光射出へのテスト混合物の露出量をより均一にすることができ
る。示されるように、光センサ１１６は、光源１１２に対してある（ゼロではない）角度
で向けられている。例えば、光センサ１１６は、例示されるように、光源１１２と実質的
に直交していてもよい。
【００２６】
　テストチャンバ壁１５６のいくつかまたは全ては、照射窓１６４及びセンサ窓１６８を
除いて、もしくは窓１６４、１６８及び突き刺し可能な膜壁１４０を除いて、部分的に、
または完全に不透明であってよい。例えば、テストチャンバ壁１５６の全ては、照射窓１
６４及びセンサ窓１６８を除いて、または、ウィンドウ１６４、１６８及び突き刺し可能
膜壁１４０を除いて、光放射の全ての波長、光放射の全ての（人間の）可視波長、または
、テストプロトコルによって使用される光放射の全ての波長（例えば、第１入力波長）に
対して不透明であってよい。他の実施例において、テストチャンバ１５６は実質的に透明
であってよい（例えば、透明度を制限または変化させる目的で適用される何れかの処理ま
たはフィルタリングなしに、透明プラスチックまたは透明ガラスなどの、選択されたマテ
リアルの基本的な特性によって透明であってよい）し、テストプロトコルによって使用さ
れる光放射の全ての波長（例えば、第１入力波長及び第２入力波長）に対して実質的に透
明であってよい。
【００２７】
　テストチャンバ１０８は、図１に示されるように、ポータブルデバイス１００に持続的
に接続されていてもよい。この場合、ポータブルデバイス１００は、使い捨てデバイスで
あってよく、テストチャンバ１０８の数と同じ回数だけ使用可能であってよい。代替的に
、テストチャンバ１０８は、図２及び図３に示されるように、カートリッジ１３２に含ま
れてもよく、カートリッジ１３２は、デバイスの本体１０４の収容キャビティ１４４で取
り外し可能であり、受け取り可能である。これにより、ポータブルデバイス１００からカ
ートリッジ１３２を取り外すことができ、廃棄することができ、次のテストのために、収
容キャビティ１４４に新しいカートリッジ１３２を挿入することができる。この場合、ポ
ータブルデバイス１００は、他のデバイスコンポーネント（例えば、光源１１２、光セン
サ１１６、バッテリ１２２）が生存している間、実質的に無制限にテストを実行するよう
に操作されてもよい。テストチャンバ１０８と同様に、他のデバイスコンポーネントの各
々は、取り外しできないように本体１００に持続的に取り付けられていてもよいし、必要
に応じて置き換えられるように取り外しできてもよい。
【００２８】
　図１及び図４を参照するいくつかの実施例において、カートリッジ１３２または本体１
０４は、入口通路１７６を有していてもよい。入口通路１７６はプローブ１２０のための
ストレージを提供してもよく、テストチャンバ１０８への環境光を遮蔽するよう支援して
もよいし、双方であってもよい。示されるように、入口通路１７６はアップストリーム端
１８０及びダウンストリーム端１８４を含む。アップストリーム端１８０は、プローブ１
２０の少なくとも部分を通過させるプローブ開口１８８を含む。ダウンストリーム端１８
４は、テストチャンバ１０８の突き刺し可能な膜壁１４０を含む。入口通路１７６は、任
意のサイズ及び形状を有し得る。例えば、入口通路１７６は、示されるように、直方体で
あってもよいし、規則的なまたは不規則な任意の他の形状を有していてもよい。入口通路
１７６は、示されるように、テストチャンバ１０８より（容積、または、１つもしくは複
数の寸法が）大きくてもよいし、テストチャンバ１０８と同じサイズであってもよいし、
テストチャンバ１０８より小さくてもよい。
【００２９】
　図４Ｂを参照すると、いくつかの実施例において、カートリッジ１３２は入口通路１７
６を有さない。例えば、カートリッジ１３２は、試液１３６の分析試薬と混合するように
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、テストチャンバ内部容積１６０にサンプルを配置するように、プローブによって突き刺
される外部に露出された膜壁１４０をもつテストチャンバ１０８を含み得る（図３Ｃ～図
３Ｄ）。これにより、カートリッジ１３２及び収容キャビティを小さくすることで、ポー
タブルデバイスの可搬性を強めることができる。
【００３０】
　図４Ｃを参照すると、実施例のいくつかにおいて、カートリッジ１３２は、突き刺し可
能な膜壁１４０で分割された、２つ以上のサブチャンバ１１０をもつテストチャンバ１０
８を含む。例において、テストチャンバ１０８は、３つのサブチャンバ１１０を含み、サ
ブチャンバ１１０の各々の上端は突き刺し可能な膜壁１４０を含む。示されるように、サ
ブチャンバ１１０は、プローブが、単一の動きで、サブチャンバ１１０の全ての膜壁１４
０を突き刺すことができるように、直列に配置されてもよい。サブチャンバ１１０の各々
は、サブチャンバの内容１１１を含み得る。サブチャンバ１１０の２つ以上の内容は、合
わせて、試液を形成してもよい。例えば、複数のサブチャンバ１１１の内容１１１は、プ
ローブで膜壁１４０を突き刺すと、（例えば、最下層のサブチャンバ１１０ｃで）混合さ
れてもよい。内容１１１ａ、１１１ｂ及び１１１ｃの混合物は、試液を形成してもよい。
【００３１】
　異なるサブチャンバ１１０の内容１１１は異なっていてもよい。実施例のいくつかにお
いて、２つ以上のサブチャンバの内容１１１は、１つもしくは複数の異なる分析試薬を含
んでいてもよい。例えば、内容１１１ａは、１つもしくは複数の第１分析試薬を含み、内
容１１１ｂは１つもしくは複数の第２分析試薬を含んでいてもよい。実施例のいくつかに
おいて、サブチャンバの内容１１１の１つもしくは複数は、テスト混合物の分析試薬が対
象分析物をより利用しやすくなる抽出液を含んでいてもよい。例えば、抽出液は、食物サ
ンプルの対象分析物を入れる、または、食物サンプルに付着した脂肪を分解する、または
、結合を乖離するように作用し、これにより、分析試薬は、対象分析物と反応するように
よりよくアクセスする。実施例のいくつかにおいて、１つもしくは複数のサブチャンバの
内容１１１は、所望されない分子と結合するようにつくられている保護液を含むことがで
き、これにより、これらの所望されない分子は、分析物の代わりに、分析試薬と反応しな
い。
【００３２】
　実施例のいくつかにおいて、分析試薬の成分は、２つ以上のサブチャンバの内容１１１
の間で分割されてもよい。例えば、１つのサブチャンバの内容１１１は、脱水分析試薬を
含み、他のサブチャンバの内容１１１は、水和（例えば、水）を含み得る。これにより、
２つのサブチャンバの内容１１１が混合されると、完全な分析試薬を形成し得る。いくつ
かの場合、これにより、カートリッジ１３２の貯蔵寿命が改善され得る。
【００３３】
　図４を参照すると、テストチャンバ１０８は、有機分子物質（例えば、アレルゲン）を
示す分析物の存在をテストするのに適した液体試液１３６に任意の液体分析試薬を含んで
いてもよい。例えば、分析試薬１３６は、対象分析物（例えば、ピーナッツアレルゲンを
示すピーナッツ１）と反応する（例えば、結合する）化合物の１つもしくは複数を含むこ
とができ、これにより、光、磁気及び／または電気特性の変化を生じる。いくつかの例に
おいて、光、磁気及び／または電気特性は、例えば、光放射または磁場に、テスト混合物
を露出し得る刺激源により刺激され得る。例えば、テスト混合物は、蛍光の増減であって
よい光で検出可能な変化を明らかにしてもよい。この場合、テスト混合物１５４（図３）
は、射出し、射出を低減し、もしくは、第２の波長と異なる、１つもしくは複数の第１波
長の光放射による照射が行われると、１つもしくは複数の第２波長の光放射の射出が停止
される。結合反応及びこれにより生成される蛍光の特性に依存して、１つもしくは複数の
第２波長は、１つもしくは複数の第１波長より長くてもよい。射出される光放射は、照射
光放射よりもエネルギーが小さい。実施例のいくつかにおいて、検出可能な変化は、光、
磁気または電気特性の時間的パターンを含み得る。例えば、光で検出可能な変化は、１つ
もしくは複数の第３波長の次の射出が続く１つもしくは複数の第２波長の初期射出を含み
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得る。これは、テスト混合物に発生する連続的な反応を示してもよいし、分析物の存在を
示してもよい。
【００３４】
　好ましくは、テストチャンバ１０８は、極めて小さい内部容積１６０を含み、これによ
り、試液１３６を含む分析試薬の極めて小さい量を含む。これにより、ポータブルデバイ
ス１００の可搬性が促進される。ポータブルデバイス１００は、部分的に、分析物の濃度
（即ち、アレルギーによって人間で反応する原因となる十分なアレルゲン、ＬＯＡＥＬも
しくは最低観察逆効果レベルとして参照されることがある、の存在を示すのに十分有意な
濃度）が低いか、もしくは、臨床的に有意であることを検出することができる。テスト（
例えば、光照射及び検出、磁場生成及び磁気特性検出、及び／または、電気特性検出）が
、ダウンストリーム（例えば、テストストリップで）の代わりに、テストチャンバ１０８
のテスト混合物１５４（図３）で実行されるためである。臨床的に有意な濃度を詳細に含
むものは、分析物と対象有機分子（例えば、アレルゲン）と、特定の対象有機分子との間
の関係（例えば、ピーナッツアレルゲン対甲殻類アレルゲン）に依存する。いくつかの例
において、テストチャンバ１０８は、１μＬ～２５０μＬの試液など、約２５０μＬより
少ない試液を含む。テストチャンバ内部容積１６０は、分析試薬の容積よりも多い容積を
もち、１μＬ～１ｍＬなどの１ｍＬより少ない容積を含み得る。
【００３５】
　図５を参照すると、試液１３６の小さい液体容量及びテストチャンバ内部容積１６０の
小さいサイズにより、ポータブルデバイス本体１４０もしくはカートリッジ１３２に複数
のテストチャンバ１０８を入れても、ポータブルデバイス１００の可搬性を維持すること
ができる。いくつかの例において、デバイス本体１０４またはカートリッジ１３２は、２
～１５０のテストチャンバ１０８を含み得る。例において、ポータブルデバイス１００は
、本体１０４と統合され、または、カートリッジ１３２の部分として取り外し可能な、４
つのテストチャンバ１０８を含む。示されるように、テストチャンバ１０８は、ポータブ
ルデバイス１００と相対的に移動可能であり、先行するテストチャンバ１０８ａが使用さ
れた後、光源１１２及び光センサ１１６と、先行するテストチャンバ１０８ｂと、を位置
合わせする。代替的に、光源１１２及び光センサ１１６は、テストチャンバ１０８と相対
的に移動可能であるか、先行するテストチャンバ１０８ａが使用された後、先行するテス
トチャンバ１０８ｂに向けて、選択的に検出可能であってよい。
【００３６】
　実施例のいくつかにおいて、ポータブルデバイス１００は複数のプローブ１２０を含ん
でいてもよい。例えば、ポータブルデバイス１００は、本体１０４またはカートリッジ１
３２にテストチャンバ１０８の各々のプローブ１２０を含んでいてもよい。図４に例示さ
れるように、入口通路１７６は、各々のプローブ１２０のストレージのためのテストチャ
ンバ１０８の各々に接続されてもよい。これにより、テスト間の汚染を最小化するために
、プローブ１２０を、一回限りの使用で使い捨てとすることができる。図５Ｂを参照する
と、いくつかの実施例において、ポータブルデバイス１００は、本体１０４またはカート
リッジ１３２のテストチャンバ１０８の数よりプローブ１２０の数を少なくしてもよい。
例えば、ハンドヘルド１００は再使用可能なプローブ１２０を１つだけ含んでいてもよい
。示されるように、本体１０４またはカートリッジ１３２は、複数のテストチャンバ１０
８及び複数のクリーニングチャンバ１０９を含み、これらは、交互に連続的に配置されて
もよい。クリーニングチャンバ１０９は、洗浄液（例えば、イソプロピルアルコール及び
水）を含むことを除いて、テストチャンバ１０８と同じであってよい。使用の際、ユーザ
は、プローブ１２０を使用してサンプリングし、第１テストチャンバ１０８ａを使用して
テストしてもよい。その後、ユーザはクリーニングチャンバ１０９を突き刺し、洗浄液と
プローブ１２０で接触し、同じプローブ１２０で次のテストを行う前に、プローブ１２０
の汚れを落とす。再使用可能プローブ１２０により、よりコンパクトで、複数回使用でき
る、ポータブルデバイス１００が可能となる。
【００３７】
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　図５Ｃは、複数のテストチャンバ１０８を含むカートリッジ１３２の例を示す。示され
るように、テストチャンバ１０８の各々は、チャンバ壁１５６及び突き刺し可能な膜壁１
４０を含み、これらは、試液１３６を含むチャンバ内部容積１６０を画定する。図５Ｄは
、複数のテストチャンバ１０８及び複数のクリーニングチャンバ１０９を含むカートリッ
ジ１３２の例を示す。示されるように、テストチャンバ１０８は、クリーニングチャンバ
１０９と交互に直列に配置されていてもよい。クリーニングチャンバ１０９の各々は、チ
ャンバ壁１５６及び突き刺し可能な膜壁１４０を含み、洗浄液１３７を含むチャンバ内部
容積１６０を画定する。
【００３８】
　図４Ｄを参照すると、いくつかの実施例において、クリーニングチャンバ１０９は、突
き刺し可能膜壁１４０によって分割された２つ以上のサブチャンバ１１０を有していても
よい。例において、クリーニングチャンバ１０９は、３つのサブチャンバ１１０を含み、
サブチャンバ１１０の各々の上端は突き刺し可能膜壁１４０を含む。示されるように、サ
ブチャンバ１１０は、プローブが、単一の動きで、サブチャンバ１１０の全ての膜壁１４
０を突き刺すことができるように、直列に配置されていてもよい。サブチャンバ１１０の
各々は、サブチャンバの内容１１１を含んでいてもよい。２つ以上のサブチャンバ１１０
の内容１１１は、混ぜ合わせることで洗浄液を形成してもよい。例えば、内容１１１ａは
水を含み、内容１１１ｂはイソプロピルアルコールを含み、プローブで突き刺されること
で混合し、洗浄液を形成してもよい。
【００３９】
　図３を参照すると、光源１１２は、テストプロトコルによって必要とされる十分な強度
の１つもしくは複数の第１の波長をもつ光放射を射出するのに適した任意のデバイスであ
ってよい。例えば、光源１１２は、ＬＥＤ光、白熱光、ハロゲン光、レーザ光、または、
これらの組み合わせを含み、テストプロトコルによって必要とされる１つもしくは複数の
第１波長を少なくとも含む光放射を射出するように構成されている。いくつかの場合、光
源１１２は、追加的に、テストプロトコルによって必要とされる波長以外の外来の１つも
しくは複数の波長をもつ光放射を射出してもよい。この外来の光放射が所望されない場合
（例えば、テストの品質に負の影響を与える場合）、照射窓１６４はフィルタ１７２を含
み、１つもしくは複数の第１波長をもつ光放射は通過することができるが、外来の光放射
は遮断されてもよい。
【００４０】
　光センサ１１６は、テストプロトコルによって必要とされる十分な感度をもつ１つもし
くは複数の第２波長をもつ光放射を検出するのに適した任意のデバイスであってよい。い
くつかの場合、光センサ１１６は、追加的に、テストプロトコルによって必要とされる波
長以外の１つもしくは複数の波長をもつ異質の光放射を検出してもよい。この異質の光放
射を検出することが所望されない場合（例えば、テストの品質に負の影響を与える場合）
、センサ窓１６８は光フィルタ１８９を含み、１つもしくは複数の第２波長をもつ光放射
は通過させるが、異質の光放射は遮蔽される。他の実施例において、光フィルタ１８９は
、光センサ１１６とテストチャンバ１０８との間の本体１０４に形成されてもよい。例え
ば、収容キャビティ１４４の部分は、センサ窓１６８の代わりに、または、センサ窓１６
８に加えて、光フィルタ１８９を含んでいてもよい。
【００４１】
　ディスプレイ１２８は、テストの結果を視覚的に示すのに適した任意のデバイスであっ
てよい。例えば、ディスプレイ１２８は、光（例えば、ＬＥＤ，白熱、ハロゲンなど）、
ＬＣＤ画面、ＬＥＤ画面、ｅインクディスプレイ、ＯＬＥＤディスプレイ、または、これ
らの組み合わせを含んでいてもよい。ディスプレイ１２８は、ユーザインタラクティブな
（例えば、メニューまたは機能選択）タッチスクリーンディスプレイまたは非タッチスク
リーンディスプレイであってよい。例において、ディスプレイ１２８は、選択的に照射可
能な（例えば、プロセッサ１２４によって）２つのＬＥＤ１９０を含み、対象有機物質（
例えば、アレルゲン）を示す分析物（または分析物の濃度閾値）が食物サンプルで発見さ
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れたか否かを伝達する。他の実施例において、ディスプレイ１２８は、検出された分析物
の識別、検出された分析物と関連する対象有機物質の識別、及びサンプルの分析物の濃度
など、他の情報を伝達してもよい。実施例のいくつかにおいて、ポータブルデバイス１０
０はディスプレイ１２８を含まない。例えば、ポータブルデバイス１００は、無線で、も
しくは、有線で、テストの結果を提示する他のデバイス（例えば、スマートフォン）に伝
達してもよい。
【００４２】
　図２を参照すると、プローブ１２０は、食物サンプルを収集するために食物を突き刺す
のに適し、分析試薬を含む液体試液１３６に収集された食物サンプルを配置するために、
テストチャンバ膜壁を突き刺すのに適した任意のデバイスであってよい。実施例において
、プローブ１２０は遠位端１９６及び近位端２００をもつ延在するプローブシャフト１９
２を含む。示されるように、プローブシャフト遠位端１９６は食物サンプルを収集するた
めに食物を突き刺し、収集した食物サンプルを配置するためにテストチャンバ膜壁１４０
を突き刺すために、尖っていてもよい。必須ではないが、プローブ１２０は、さらに、ユ
ーザのためのマニュアル把持面を提供し、プローブシャフト近位端２００に接続されるハ
ンドル２０４を含んでいてもよい。
【００４３】
　プローブシャフト１９２は、食物を突き刺し、突き刺された食物から食物サンプルを収
集し、テストチャンバ膜壁１４０を突き刺すのに適した任意のマテリアルで形成されてい
てもよい。好ましくは、プローブシャフト１９２は、食物及びテストチャンバ膜壁１４０
を突き刺したときに、曲がらないように十分な硬さをもつ。例えば、プローブシャフト１
９２は、木、金属、プラスチック、セラミックまたはガラスで形成されていてもよい。ポ
ータブルデバイス１００は、サンプリングされた食物に基づいて、選択された異なる複数
のプローブ１２０を含んでいてもよいし、対応していてもよい。例えば、多孔性のマテリ
アル（例えば、木）を含むプローブシャフト１９２をもつプローブは、試液及び食物に含
まれる液体によく適している。
【００４４】
　プローブシャフト１９２（またはその部分）は、１つもしくは複数の面特徴を含み、様
々なタイプの食物からの食物のサンプルの取得またはサンプリングを容易にする。面特徴
は、マテリアルによって当然に提供されてもよいし、物理的または化学的手段によって与
えられてもよい。図６を参照すると、いくつかの実施例において、プローブシャフト１９
２の少なくとも部分は、複数のピット２０８があってもよい。ピット２０８は、基盤マテ
リアルから得られてもよいし、化学的処理（例えば、酸処理）または、物理的処理（例え
ば、レーザによる穿孔）によって与えられてもよい。ピット２０８は、プローブシャフト
１９２での食物サンプルの収集を容易にするのに適した任意のサイズであってよい。例え
ば、ピット２０８は、２５μｍ～２５０μｍの最大寸法２１２を有し、プローブシャフト
１９２は１０以上のピット２０８（例えば、１０～５０００のピット２０８）を有してい
てもよい。使用する際に、ピット端２１６は、食物サンプルを落とすように突き刺された
食物と擦れるように動作してもよいし、小さい食物サンプルはピット２０８内に収集され
てもよい。
【００４５】
　図６Ｂに戻ると、実施例のいくつかにおいて、プローブシャフト１９２は１つもしくは
複数の面チャネル２１８を含んでいてもよい。面チャネル２１８は、プローブシャフト１
９２の面に沿って延在する窪みとして形成されてもよい。例において、面チャネル２１８
は、プローブ１９２のまわりに、らせん状に延在する。図６Ｃは、プローブシャフト１９
２のまわりのらせん状のパスに沿って離隔して非連続的な複数の面チャネル２１８を含む
例を示す。
【００４６】
　図３を参照すると、テストチャンバ１０８の小さい容量及びその内部の試液１３６の小
さい容量により、大きな食物サンプル２２０は、食物サンプル２２０がテストを受けるテ
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ストチャンバ１０８に入ることを妨げられる（例えば、分析試薬を圧倒し、光センサ１１
６の視野を遮蔽し、光源１１２からの光放射を遮蔽する）。膜壁１４０は、テストチャン
バ１０８に大きいサンプル２２０が入ることを妨げる機械的なフィルタとして作用しても
よい。プローブシャフト１９２がテストチャンバ膜壁１４０を貫通すると、膜壁１４０は
プローブシャフト１９２に沿って拭うように作用し、これにより、テストチャンバ１０８
に大きい食物サンプル２２０が入ることを妨げる。しかしながら、例えば、ピット２０８
（図６）に含まれる小さい粒子は通過することができる。したがって、ピット２０８のサ
イズ及び数は、テストチャンバ１０８に配置される食物サンプルのサイズ及び量を規定す
る支援となり得る。
【００４７】
　図７を参照すると、実施例のいくつかにおいて、プローブシャフト遠位端１９６はキャ
ビティ（即ち、窪み部）２２４を有していてもよい。示されるように、キャビティ２２４
は、中央に位置し、シャフト遠位端１９６の周辺２２８によって画定される。ピット２０
８（図６）と同様に、キャビティ２２４は、食物をサンプリングする間、食物サンプル１
５２（図３）を収集し、膜壁１４０を突き刺している間、落とさない窪みを提供してもよ
い。キャビティ２２４は、小さい食物サンプル１５２を収集するのに適した任意の深さ２
３２を有していてもよい（図３）。例えば、キャビティ深さ２３２は、２５μｍ～２５０
０μｍであってよい。
【００４８】
　図８を参照すると、実施例のいくつかにおいて、プローブシャフト１９２の少なくとも
部分は、研磨突出２３６を有していてもよい。研磨突出２３６は、ナッツなどの硬い食物
から小さい食物サンプル１５２（図３）をはずす、または削り取るのを支援してもよい。
研磨突出２３６は、プローブシャフト１９２に食物サンプル１５２（図３）を保持するの
を支援してもよい。これにより、小さい食物サンプル１５２（図３）は、膜壁１４０を突
き刺したときに落とされないように抵抗する。研磨突出２３６は、硬い食物から小さい食
物１５２（図３）をはずすのに、及び／または、食物サンプル１５２に保持するのに、適
した任意の突出高さ２４０を有していてもよい。例えば、突出高さ２４０は２５μｍ～２
５０μｍであり、プローブシャフト１９２は１０以上の突出２３６（例えば、１０～５０
００の突出２３６）を有していてもよい。突出２３６は、基盤マテリアルから当然に生じ
てもよいし、また、粒子の粗いコーティングでプローブシャフト１９２をスプレーするこ
となどで、プローブシャフト１９２に適用されてもよい。図６～図８は、プローブシャフ
ト面特徴の様々な例を示す。いくつかの実施例において、これらの特徴が組み合わせられ
てもよい。例えば、プローブシャフト１９２は、上記特徴（例えば、多孔、ピット、面、
遠位端キャビティ、及び、研磨突出）の１つもしくは複数（もしくは全て）を含んでいて
もよい。
【００４９】
　テストチャンバ１０８を突き刺すと、プローブシャフト１９２の少なくとも部分は、試
液１３６に浸され、もしくは、少なくとも接触する。これにより、プローブシャフト１９
２に収集された食物サンプルはテスト混合物１５４に放たれる。実施例のいくつかにおい
て、撹拌は、プローブシャフト１９２から試液１３６に食物サンプルが落とされるのを容
易とし、試液１３６及び食物サンプルの分析物（分析物が存在する場合）との間の反応を
加速してもよい。図３を参照すると、撹拌は、ポータブルデバイス１００を振ることで（
例えば、プローブシャフトが膜壁１４０を貫通する間）行われ、または、プローブ１２０
を振ることで（例えば、プローブ１２０を、繰り返し、テストチャンバ１０８に入れたり
、テストチャンバ１０８から出したりすることで）行われてもよい。代替的に、または、
加えて、ポータブルデバイス１００は、テストチャンバ１０８または装置１００を全体的
に振動させるように動作する撹拌手段または振動手段２８０を含んでいてもよい。
【００５０】
　図３を参照すると、テストプロトコルに依存して、テスト前、テスト中、もしくは、検
知中に、光、空気、磁気、熱、及び湿気などの汚染がテストチャンバ１０８に入るのを妨
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げる必要があり得る。これは、例えば、テストプロトコルにより使用される光放射（例え
ば、入力第１波長または出力第２波長をもつ光放射）が環境光（例えば、日光または従来
の室内光）で通常検出される場合である。例において、入口通路１７６は、プローブシャ
フト１９２を収納するサイズをもつ狭いプローブ開口１８８を含む。これにより、プロー
ブシャフト１９２は、実質的に、プローブ開口１８８を通してテストチャンバ１０８への
、光、空気、熱、及び湿気の１つもしくは複数（または全て）を低減し、もしくは、抑制
してもよい。代替的に、もしくは、狭いプローブ開口１８８に加えて、プローブ１２０は
、少なくともプローブ開口１８８をカバーするサイズである、プローブシャフト近位端２
００にフランジ２４４を含んでいてもよい。示されるように、プローブフランジ２４４は
、プローブハンドル２０４（存在する場合）の部分を形成してもよいし、プローブハンド
ル２０４とは別個の構成要素であってもよい。プローブフランジ２４４は、本体１０４及
び／またはカートリッジ１３２によるシールを形成してもよい。例えば、プローブフラン
ジ２４４、本体１０４及び／またはカートリッジ１３２は、１つもしくは複数のシール２
４６を含み、光、空気、磁気、熱及び湿気の１つもしくは複数の受け入れキャビティ１４
４及び／またはテストチャンバ１０８への侵入を実質的に低減し、抑制するように、プロ
ーブフランジ２４４と係合する。実施例のいくつかにおいて、本体１０４の少なくとも部
分が、光、空気、磁気、熱及び／または湿気の１つもしくは複数（または全て）の侵入を
シールされる。
【００５１】
　図９及び図１０は、ドア２４８を含む入口通路１７６の例を示す。示されるように、入
口通路ドア２４８は、ドア２４８がテストチャンバ１０８への環境光の侵入を遮蔽する閉
位置（図９）、及び、ドア２４８がテストチャンバ１０８にプローブ１２０の侵入を許可
する開位置（図１０）を含む。入口通路ドア２４８は、テストチャンバ１０８から取り除
かれるプローブ１２０により実行されるテストを許容し、これにより、プローブ１２０は
テストと干渉しない（例えば、光センサの視野を遮蔽する）。ドア２４８は、示されるよ
うに、アップストリーム端１８０などで、入口通路１７６に沿った任意の位置に配置され
てもよい。必須ではないが、ドア２４８は、閉位置にバイアスされ（例えば、スプリング
により）、これにより、ドア２４８はプローブ１２０が引かれると自動的に閉まる。
【００５２】
　図１１及び図１２は、リトラクタブルプローブシャフト１９２を含むプローブ１２０の
例を示す。示されるように、プローブシャフト１９２は、収納位置（図１１）と伸長位置
（図１２）との間のプローブフランジ２４４と相対的に移動可能である。これにより、プ
ローブフランジ２４４は、入口通路アップストリーム端１８０に位置し、プローブシャフ
ト１９２は、収納位置と伸長位置との間で往復し、プローブシャフト１９２からテスト混
合物１５４に食物サンプル１５２を落とし、テスト混合物１５４を撹拌する。さらに、こ
れにより、プローブシャフト１９２は、試液１３６により多く浸かるように、テストチャ
ンバ１０８に深く伸長される。伸長された位置において、光センサ１１６の視野を隠すこ
とで、または、光源１１２によるテスト混合物１５４の位置のいくつかの照射を隠すこと
などで、プローブシャフト１９２は、テストと干渉してもよい。しかしながら、収納位置
において、プローブシャフト１９２は、テストと干渉しないように、動かされてもよい。
実施例のいくつかにおいて、プローブシャフト１９２は、ユーザがプローブ１２０を離し
た際に、プローブ１２０がテストと干渉しないように、収納位置にバイアスされてもよい
。例えば、プローブシャフト１９２は、スプリング２５２または他のバイアス部材により
収納位置にバイアスされてもよい。
【００５３】
　図１３及び図１４は、ルーメン２５６及びルーメン２５６内のリトラクタブルプランジ
ャー２６０を含むプローブ１２０の例を示す。示されるように、プランジャー２５６は、
収納位置（図１３）及び伸長位置（図１４）の間で移動可能である。収納位置において、
プランジャー遠位端２６４は、プローブシャフト遠位端１９６から収納され、キャビティ
２２４を形成する。図７に関連して上記したように、食物サンプルはキャビティ２２４に
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収集され、収集された食物サンプルは、膜壁を突き刺すと、落とされないように抵抗して
もよい。この場合、プランジャー２６０は収納位置から伸長位置まで移動可能であり、テ
ストチャンバに、キャビティ２２４に収集される食物サンプルを放出する。プランジャー
２６０は、小さい食物サンプルのキャビティ２２４を提供するのに適した距離までリトラ
クタブルであってよい。例えば、プランジャー２６０は２５μｍ～２５００μｍの距離ま
でリトラクタブルであってよく、ルーメン２５６は２５μｍ～２５００μｍの直径２６３
を有していてもよい。実施例のいくつかにおいて、プランジャー２６０は収納位置までバ
イアスされてもよい。例えば、プローブ１２０は、収納位置までプランジャー２６０をバ
イアスするスプリング２６８または他のバイアス部材を含んでいてもよい。
【００５４】
　プローブ１２０は、上記したように（例えば、図６～図１４に関連して説明されたよう
に）、プローブ１２０の特徴の１つもしくは複数（または全て）の何れかを含んでいても
よい。例えば、図１６及び図１７は、図１２及び図１３を参照して上記したリトラクタブ
ルプローブシャフト１９２、図１４及び図１５を参照して上記したルーメン２５６のリト
ラクタブルプランジャー２６０及びルーメン２５６をもつプローブシャフト１９２を含む
プローブ１２０の例を示す。示されるように、プローブシャフト１９２及びプランジャー
２６０は、収納位置（図１５）及び伸長位置（図１６）の間で移動可能であってよい。収
納位置において、プローブシャフト１９２は、テストに干渉しないように配置され、伸長
位置において、プローブシャフト１９２はテストチャンバ１０８内深くに動かされ、プラ
ンジャーは、テストチャンバ１０８に、キャビティ２２４に含まれる食物サンプル１５２
を放出してもよい。
【００５５】
　図１７は、物質の分析物を検出する方法３００のフローチャート例である。実施例のい
くつかにおいて、方法３００のステップのいくつかは、示されているのとは異なる順序で
実行されてもよいし、直列に示されているステップが同時に実行されてもよいし、完全に
省略されてもよい。実施例のいくつかにおいて、示されていない追加的なステップが、方
法３００に含まれていてもよい。
【００５６】
　３０４で、テストチャンバはポータブルデバイスに挿入される。例えば、図２を参照す
ると、テストチャンバ１０８を含むカートリッジ１３２は、デバイス本体１０４に形成さ
れる収容キャビティ１４４に挿入されてもよい。図１に示されるように、ポータブルデバ
イス１００が統合テストチャンバ１０８を含むと、このステップは実行されない。図５に
示されるように、ハンドヘルドデバイス１００は複数のテストチャンバ１０８を含む場合
、このステップは、シーケンスにおいて次のテストチャンバ１０８ｂを進めることで置き
替えられてもよい。
【００５７】
　３０８において、ベースラインテストが実行され、結果が記録される。図１を参照する
と、ベースラインテストは、ユーザインターフェイス要素（例えば、ボタン２７２）のユ
ーザアクティベーションが行われると自動的に、もしくは、デバイス本体１０４にテスト
チャンバ１０８が挿入されると自動的に行われる（図２）。実施例のいくつかにおいて、
テストチャンバの試液１３６の小さい容量により、テストチャンバ１０８からテストチャ
ンバ１０８への試液１３６の正確な容量は相対的に変動してもよい。カートリッジ１３２
を利用するポータブルデバイス１００の場合、カートリッジ１３２のユーザハンドリング
は（例えば、照射窓またはセンサ窓の指紋により）テスト結果に影響する可能性がある。
あり得る変動のために、食物サンプルが入っていないテストチャンバ１０８の試液１３６
は、刺激源によって刺激されていない特性（例えば、光、磁気及び／または電気特性）、
これらのセンサ（例えば、センサ１１６、１１６ｂ、及び／または１１６ｃ）によって食
物サンプルを含む試液でその後実行されるのと同じ方法で検出される特性を有していても
よい。ベースラインテストはその後の比較のために（例えば、プロセッサ１２４によって
）記録される。代替的な実施例において、ベースラインテストの結果は、記録及びその後
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の比較のために計算処理デバイス（例えば、スマートフォン）に送信される。
【００５８】
　実施例のいくつかにおいて、テストプロトコルはベースラインテストを必要としない。
例えば、入力及び出力射出の性質または分析物を示す検出された射出のパターン（静的な
または一時的なパターン）は、ベースラインテストが必要とされない十分な一貫性を提供
する。取り外しできないテストチャンバを含むポータブルデバイス１００の場合、テスト
チャンバ１０８のユーザハンドリングを低減することは、ベースラインテストの結果が予
測可能となるように、変動を低減してもよい。
【００５９】
　３１２で、食物サンプルが収集される。図２を参照すると、ユーザはプローブ１２０を
操作し、プローブシャフト１９２で食物１４８を突き刺す。好ましくは、ユーザは食物１
４８を複数回突き刺し、食物１４８の様々な部分からサンプルを収集する。これにより、
食物１４８の所定の部分においてだけ存在する分析物を検出する機会が増大する。
【００６０】
　３１６で、食物サンプルがテストチャンバに配置される。図３を参照すると、ユーザは
、３１２で取得される食物サンプル１５２を運ぶプローブ１２０を操作し、テストチャン
バ膜壁１４０を突き刺す。これにより、テストチャンバ１０８に少なくともプローブシャ
フト遠位端１９６を挿入する。プローブシャフト１９２で試液１３６とインタラクション
することで、テストチャンバ１０８のプローブシャフト１９２を撹拌することで、試液１
３６を撹拌することで、振動手段２８０を動作させることで、プローブシャフトプランジ
ャー２６０を動作させることで（図１４）、または、これらを組み合わせることで、食物
サンプル１５２は試液１３６にプローブ１２０から放される。
【００６１】
　３２０で、テスト混合物が形成される。図３を参照すると、これはテストチャンバ１０
８または試液１３６を撹拌することを含み、配置された食物サンプル１５２との反応を加
速させる。いくつかの場合において、このステップは、テストチャンバ１０８への食物サ
ンプル１５２の配置と重複する。例えば、食物サンプル１５２を配置するために実行され
る撹拌は、テスト混合物１５４を形成するために十分であってもよい。実施例のいくつか
において、テスト混合物１５４は、食物サンプル１５２と試液１３６との間の接触を実質
的に瞬間に形成し、これにより、食物サンプル１５２が配置されると、追加的なユーザア
クションがテスト混合物１５４を形成するために必要とされる。
【００６２】
　３２４で、テストチャンバのテスト混合物の特性は刺激される（例えば、光源によって
照射される、または、磁場に露出される）。図１及び図３を参照すると、刺激源（例えば
、光源１１２または磁場源１１２ｂ）は、ポータブルデバイス１００からプローブ１２０
を引き出したり、プローブ１２０に入れたりすると自動的に、または、ユーザインターフ
ェイス要素（例えば、ボタン２７６）のユーザアクティベーションを行うと、アクティブ
にされる。刺激源１１２及び／または１１２ｂは、テストチャンバ１０８を露出し、テス
ト混合物１５４の光、磁気または電気特性を刺激するように、光放射、または磁場にテス
トチャンバ１０８を露出する。
【００６３】
　３２８で、センサは、テスト混合物の特性を検出する。図１、図３Ｃ及び図３Ｄを参照
すると、光センサ１１６、磁場検出手段１１６ｂ、及び／または電気センサ１１６ｃは、
テストプロトコルにしたがって、光、磁気及び／または電気特性を検出する。３２８の検
出は、３２４の刺激と重複し、３２４の刺激が停止されると開始される。図３Ｄの実施例
において、３２８の検出は３２４の刺激なしに行われてもよい。センサ１１６、１１６ｂ
及び／または１１６ｃからの読み出しは、分析のために、プロセッサ１２４、または、計
算処理デバイス（例えば、スマートフォン）に送信される。
【００６４】
　３３２で、３２８で使用される読み出しは、デルタを決定するために、以前のベースラ
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インテストと比較される。図１、図３Ｃ及び図３Ｄを参照すると、プロセッサ１２４は、
読み出しと以前のベースライン結果との間の光、磁気、または電気特性（例えば、光強度
または波長）の差異を判定する。デルタは、１つもしくは複数の静的な値、及び／または
時間的なパターンをもつ値の形態をとってもよい。テストプロトコルがベースラインテス
トを含まない場合、このステップは実行されない。実施例のいくつかにおいて、センサの
読み出しは、ベースラインの結果との比較のために、計算処理デバイス（例えば、スマー
トフォン）に送信される。
【００６５】
　３３６で、対象有機分子（例えば、アレルゲン）と関連する分析物の存在が判定される
。図１、図３Ｃ、図３Ｄを参照すると、プロセッサ１２４は３３２で判定されたデルタ及
び／または、３２８で取得されたセンサ１１６、１１６ｂ、及び／または１１６ｃからの
テスト混合物の読み出しにアクセスし、サンプルが分析物（または、これに関連する量）
を含んでいるか否か判定する。例えば、検出された特性の変化（例えば、１つもしくは複
数の光放射波長の光強度）が強度閾値を越えるか、または下回る場合、または、期間をわ
たる所定のパターンにしたがって変化する場合（「時間的なパターン」）、分析物がサン
プルに存在することを、プロセッサ１２４は、判定してもよい。実施例のいくつかにおい
て、分析物の存在を判定することは遠隔デバイス（例えば、スマートフォン）で実行され
る。
【００６６】
　３４０で、テストの結果が表示される。図１を参照すると、プロセッサ１２４は、ディ
スプレイ１２８を制御し、分析物（もしくは、その関連する値）が食物サンプルで検出さ
れたか否かを視覚的に示す。
【００６７】
　図１８を参照する。実施例のいくつかにおいて、ポータブルデバイス１００は、有機分
子検知システム１８０２の部分であってよい。システム１８０２において、ポータブルデ
バイス１００は、外部計算処理デバイス４０４に接続され、これにより、ポータブルデバ
イス１００と計算処理デバイス４０４との間でデータを通信することができる。計算処理
デバイス４０４は、スマートフォン、タブレットコンピュータ、ラップトップ、デスクト
ップ、埋め込み計算処理デバイス、ウェアラブルデバイス、または、サーバコンピュータ
など、ポータブルデバイス１００からデータを受信することができる任意のデバイスであ
ってよい。ポータブルデバイス１００は、任意の手段で計算処理デバイス４０４と通信し
、これにより、ポータブルデバイス１００と計算処理デバイス４０４との間のデータ伝送
、有線接続（例えば、ＵＳＢケーブル）または無線接続（例えば、ブルートゥース（登録
商標）、ＷｉＦｉ）などによる、を可能とする。
【００６８】
　実施例のいくつかにおいて、ポータブルデバイス１００は、センサ１１２からセンサデ
ータを計算処理デバイス４０４に送信する。これにより、計算処理デバイスプロセッサ４
０８は、分析物がテスト混合物に存在するか否か評価するために、センサデータを解釈す
ることを可能とする。計算処理デバイス４０４は、ディスプレイ４１２を含み、ユーザに
結果を提示してもよいし、計算処理デバイス４０４はポータブルデバイスディスプレイ１
２８で表示するためにポータブルデバイス１００に結果を伝送し返してもよい。例えば、
ポータブルデバイス１００は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、または他の
計算処理デバイスに、センサデータを伝送してもよい。計算処理デバイス上のソフトウェ
ア動作は、データを解釈し、ディスプレイ上でユーザに結果を提供してもよい。ソフトウ
ェアはアプリケーション、ウェブアプリケーションまたは他の実行可能なソフトウェアで
あってよい。代替的に、ポータブルデバイス１００はポータブルデバイスプロセッサ１２
４によって計算されるテスト結果（即ち、分析物がテスト混合物に存在するか否かの評価
）を計算処理デバイス４０４に送信してもよい。
【００６９】
　ポータブルデバイス１００または計算処理デバイス４０４で実行されるソフトウェア（
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例えば、スマートフォンアプリケーション、ウェブアプリケーション、埋め込みソフトウ
ェア）は、テスト結果に関連するデータを収集してもよい。例えば、ポータブルデバイス
１００及び計算処理デバイス４０４の少なくとも一方は、テスト結果と位置情報とを関連
付けてもよい。位置情報は、ポータブルデバイス１００及び計算処理デバイス４０４の一
方または両方と接続されている、または、内部に存在するＧＰＳユニット４１６を使用し
て、判定されてもよいし、通信ネットワークプロトコル（例えば、携帯塔情報、ゲートウ
ェイアドレス、またはＩＰアドレス）を使用して判定されてもよいし、ユーザ入力（例え
ば、データ入力ページまたはフォームの位置入力フィールドの、またはプロンプトに応じ
た）から受信されてもよい。
【００７０】
　実施例のいくつかにおいて、ポータブルデバイス１００または計算処理デバイス４０４
は、コンテキスト情報とテスト結果とを関連付けてもよい。例えば、コンテキスト情報は
、（レストランのメニューの食物製品の名称など）サンプル食物製品の名称、（ポータブ
ルデバイス１００及び計算処理デバイス４０４の一方または双方の内部、または、一方ま
たは双方に接続されているカメラ４２０で取得される、または、レストランウェブサイト
またはメニューからの画像など他のソースから取得される）食物製品の画像、及び、他の
情報、ユーザ情報によって提供されるコメントまたはメモを含む食物情報を含んでいても
よい。
【００７１】
　ポータブルデバイス１００及び計算処理デバイス４０４の一方または双方は、ポータブ
ルデバイス１００及び計算処理デバイス４０４の一方または双方の内部の、または、一方
または双方に接続されているストレージデバイス４２４に、テスト結果及び関連する情報
（例えば、位置及び物質情報）を保存してもよい。実施例のいくつかにおいて、これによ
り、以前のテスト結果の位置（例えば、レストラン）を訪問する場合、以前のテスト結果
の物質情報に対応する物質（例えば、食物）を使用する（例えば、食べる）場合など、後
日、ユーザがこれらの結果を参照することを可能とする。これにより、以前のテスト結果
に基づく判定をユーザに知らせることができる。実施例のいくつかにおいて、ポータブル
デバイス１００及び計算処理デバイス４０４の一方または双方が、インターネットなどの
ネットワーク４２８をわたる通信を行うことができる。図１８は、ネットワーク４２８に
接続された計算処理デバイス４０４による例を示す。図１９は、ネットワーク４２８に接
続されたポータブルデバイス１００の例を示すシステム１９０２を例示する。ポータブル
デバイス１００及び計算処理デバイス４０４は、ネットワーク４２８に、及び／またはネ
ットワーク４２８からのデータ伝送を可能とする任意の手段で、ネットワーク４２８に接
続されていてもよい。例えば、ポータブルデバイス１００及び計算処理デバイス４０４は
、有線（例えば、ＵＳＢケーブル）または無線（例えば、ブルートゥース、ＷｉＦｉ８０
２．１１、３Ｇ、またはＬＴＥ）により、ネットワーク４２８に接続されてもよい。
【００７２】
　代替的に、または、ポータブルデバイス１００または計算処理デバイス４０４のテスト
結果（及び、必須ではない関連する位置及びコンテキスト情報）のローカルストレージに
加えて、テスト結果及び／または関連する情報は、ネットワーク４２８をわたってサーバ
デバイス４３２と通信を行ってもよい。サーバデバイス４３２は、ポータブルデバイス１
００及び／または計算処理デバイス４０４、または他の匿名のデバイスに対応するユーザ
アカウントと接続されているストレージデバイス４３６に、テスト結果及び／または関連
する情報を保存する。示されるように、サーバデバイス４３２は、複数の接続されている
ポータブルデバイス１００及び／または計算処理デバイスから、テスト結果及び／または
関連する情報を受信してもよいし、保存してもよい。これにより、テスト結果及び／また
は関連情報がサーバストレージデバイス４３６にまとめて保存されることを可能とする。
実施例のいくつかにおいて、ポータブルデバイス１００及び／または計算処理デバイス４
０４は、サーバストレージデバイス４３６のデータに基づいて、情報を受信することがで
きてもよい。例えば、ポータブルデバイス１００及び／または計算処理デバイス４０４は
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、サーバデバイス４３６から、特定のメニューアイテムの特定の位置（例えば、レストラ
ン）について、ポータブルデバイス１００及び／または計算処理デバイス４０４のネット
ワークにより報告された物質（例えば、食物）のテスト結果を取得してもよい。ポータブ
ルデバイス１００は、ポータブルデバイスの位置に基づいて、自動的に、または、ユーザ
からのリクエストに応じて、取得されてもよい。これにより、報告されたテスト結果及び
／またはユーザ及び他のユーザによって報告された関連情報に基づいて、使用（例えば、
消費）される物質、及び、訪問される位置についての判定を、ユーザに知らせることがで
きる。
【００７３】
　テスト結果及び／または関連情報は、サーバデバイス４３２のオペレータによって分析
され、分析結果を準備するために、特定の原料を避けるなどの、食物準備ガイドラインで
レストランまたは他の施設のコンプライアンスを評価してもよい。例えば、レストランの
パフォーマンスに関して、レストランに報告を提供し、レストランで食物の安全性に関し
てポータブルデバイス１００のユーザに報告を提供し、監督当局に報告を提供するために
、分析結果が使用されてもよい。
【００７４】
　テスト結果、関連情報及び／または分析結果は、位置についてのメニューと関連付けら
れていてもよいし、自動化された手段でユーザに提供されてもよい。例えば、ユーザは、
計算処理デバイスのソフトウェア動作を使用して、レストランのメニューにアクセスして
もよい。メニューのアイテムは、以前記録されたテスト結果、関連情報及び／またはアイ
テムの分析結果に基づいて、注釈が付され、または識別されてもよい。
【００７５】
　上記は実施例を提供するが、実施例で説明した特徴及び／または機能のいくつかは、上
記実施例の動作原理及び思想から乖離せず変更可能である。したがって、上記は本発明の
例示を意図し、限定を意図せず、他の変更が、本発明の範囲から乖離することなく、可能
である。
【００７６】
（１）液体及び／または固体物質の対象有機分子と関連する分析物を検出するポータブル
デバイスであって、
　前記分析物と反応するよう選択された分析試薬を含む試液の液体を含み、突き刺し可能
な膜壁でシールされている、テストチャンバと、
　前記試液とテスト混合物を形成するように、前記テストチャンバにサンプルを配置する
ために、前記膜壁を突き刺すように、取り外し可能に配置されるプローブと、
　前記分析物と前記分析試薬との間の反応を示す前記テストチャンバの前記テスト混合物
の１つもしくは複数の特性を検出するように配置されたセンサと、
　を含むポータブルデバイス。
（２）前記テスト混合物の前記特性の少なくとも１つを刺激する刺激源、
　をさらに含む、
　（１）のポータブルデバイス。
（３）前記刺激源は光源、電場源、電流源、及び磁場源の少なくとも１つを含む、
　（２）のポータブルデバイス。
（４）前記１つもしくは複数の特性は、磁気、電気、及び光特性の１つもしくは複数を含
む、
　（１）のポータブルデバイス。
（５）前記センサと通信可能に接続され、検出された前記１つもしくは複数の特性に、少
なくとも部分的に基づいて、前記分析物を前記サンプルが含むか否か評価するプロセッサ
、
　をさらに含む、
　（１）のポータブルデバイス。
（６）前記分析物の存在を示すように制御可能なディスプレイ、
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　をさらに含む、
　（１）のポータブルデバイス。
（７）前記センサに電気的に接続されたバッテリ、
　をさらに含む、
　（１）のポータブルデバイス。
（８）前記テストチャンバは照射窓及びセンサ窓をもち、
　前記刺激源は、前記照射窓を通して、前記テストチャンバの少なくとも部分を照射する
ように向けられた光源を含み、
　前記センサは、前記センサ窓を通して、前記テストチャンバから光放射を検出するよう
に向けられた光センサを含む、
　（２）のポータブルデバイス。
（９）前記テストチャンバは１μＬ～２５０μＬの前記試液を含む、
　（１）のポータブルデバイス。
（１０）前記テストチャンバは１ｍＬより少ない容量をもつ、
　（１）のポータブルデバイス。
【００７７】
（１１）前記光源は１つもしくは複数の第１波長をもつ光放射を射出し、
　前記光センサは前記１つもしくは複数の第１波長とは異なる、１つもしくは複数の第２
波長をもつ光放射を検出する、
　（８）のポータブルデバイス。
（１２）前記１つもしくは複数の第２波長は、前記１つもしくは複数の第１波長よりも長
い、
　（１１）のポータブルデバイス。
（１３）前記センサ、及び収容キャビティを含む本体、
　をさらに含み、
　前記テストチャンバは前記収容キャビティに配置可能で取り外し可能である、
　（１）のポータブルデバイス。
（１４）前記テストチャンバは廃棄可能で一回だけ使用される、
　（１３）のポータブルデバイス。
（１５）前記収容キャビティに配置可能で取り外し可能な廃棄可能カートリッジ、
　をさらに含み、
　前記カートリッジは前記テストチャンバ及び入口通路を含み、
　前記入口通路は前記プローブの少なくとも部分を受け入れるサイズを有し、
　前記入口通路はダウンストリーム端とは反対側にアップストリーム端を有し、
　前記ダウンストリーム端は膜を含む、
　（１３）のポータブルデバイス。
（１６）少なくとも１つの第２テストチャンバ、
　をさらに含み、
　前記第２テストチャンバの各々は試液の液体の各々を含み、
　前記第２テストチャンバの各々は突き刺し可能な膜壁の各々でシールされている、
　（１）のポータブルデバイス。
（１７）前記プローブは、前記膜壁を突き刺す尖ったプローブシャフト端をもつプローブ
シャフトを含む、
　（１）のポータブルデバイス。
（１８）前記プローブシャフトはリトラクタブルであり、
　前記プローブシャフトは伸長位置及び収納位置をもつ、
　（１７）のポータブルデバイス。
（１９）前記プローブは前記膜壁を突き刺す尖ったプローブシャフト端を含むプローブシ
ャフトを含み、
　前記プローブシャフトはリトラクタブルであり、
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　前記プローブシャフトは伸長位置及び収納位置をもち、
　前記プローブが前記テストチャンバに伸長し、前記プローブシャフトが前記伸長位置で
ある場合、前記プローブシャフトは、前記１つもしくは複数の特性を検出する前記センサ
と少なくとも部分的に干渉し、
　前記センサによる検出の前記プローブシャフトによる干渉は、前記プローブが前記テス
トチャンバに伸長し、前記プローブシャフトが収納位置である場合、少なくとも部分的に
低減される、
　（８）のポータブルデバイス。
（２０）前記プローブシャフト端は食物のサンプリングを容易にする形状及び面特徴の少
なくとも一方を有する、
　（１７）のポータブルデバイス。
【００７８】
（２１）前記プローブはルーメン及び前記ルーメンのリトラクタブルプランジャーを含む
、
　（１７）のポータブルデバイス。
（２２）前記プローブシャフトは多孔性である、
　（１７）のポータブルデバイス。
（２３）前記プローブシャフトはピットを有する、
　（１７）のポータブルデバイス。
（２４）前記プローブシャフトは研磨性である、
　（１７）のポータブルデバイス。
（２５）前記プローブシャフト端はキャビティを含む、
　（１７）のポータブルデバイス。
（２６）液体及び／または固体物質の有機分子と関連する分析物を検出する方法であって
、
　テストチャンバに含まれる試薬を含む試液の液体にプローブからサンプルを配置するよ
うに、前記プローブでテストチャンバ壁を突き刺し、
　前記サンプルと前記試液とを混合し、前記テストチャンバでテスト混合物を形成し、
　前記分析物と前記分析試薬との間の反応を示す前記テストチャンバの前記テスト混合物
の１つもしくは複数を検知する、
　分析物を検出する方法。
（２７）前記テストチャンバの前記テスト混合物の前記１つもしくは複数の特性を刺激す
る、
　ことをさらに含む、
　（２６）の方法。
（２８）前記テスト混合物の前記１つもしくは複数の特性を刺激することは、光放射及び
磁場の少なくとも１つに、前記テストチャンバの前記テスト混合物を露出することを含む
、
　（２７）の方法。
（２９）前記検知の後、前記テストチャンバを廃棄する、
ことをさらに含む、
　（２６）の方法。
（３０）前記突き刺す前に、
　前記試液の前記１つもしくは複数の特性を検知する、
　ことをさらに含む、
　（２６）の方法。
（３１）前記突き刺す前に、
　前記試液の前記１つもしくは複数の特性を刺激する、
　ことをさらに含む、
　（３０）の方法。
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（３２）前記試液の検知された前記１つもしくは複数の特性と、前記テスト混合物の検知
された前記１つもしくは複数の特性と、を比較し、前記サンプルに前記分析物が存在する
か否か判定する、
　ことをさらに含む、
　（３０）の方法。
（３３）前記分析物が前記サンプルに存在すると判定された場合、前記分析物と関連する
有機分子が前記サンプルに存在することを示す表示をディスプレイに表示する、
　ことをさらに含む、
　（３２）の方法。
（３４）前記分析物が前記サンプルに存在しないと判定された場合、前記分析物と関連す
る有機分子が前記サンプルに存在しないことを示す表示をディスプレイに表示する、
　ことをさらに含む、
　（３２）の方法。
（３５）前記プローブで物質を突き刺し、前記プローブで前記サンプルを収集する、
　ことをさらに含む、
　（２６）の方法。
（３６）前記試液と前記サンプルとを混合することは、前記試液を撹拌することを含む、
　（２６）の方法。
（３７）前記試液を撹拌することは、前記テストチャンバを撹拌することを含む、
　（３６）の方法。
（３８）前記試液を撹拌することは、前記テストチャンバの前記プローブの少なくともプ
ローブシャフトを往復移動させることを含む、
　（３６）の方法。
（３９）前記プローブで前記テストチャンバ壁を突き刺すことは、前記プローブのプロー
ブシャフトが前記テスト混合物の前記１つもしくは複数の特性の検知と、少なくとも部分
的に干渉する、ことを含み、
　前記方法は、
　前記プローブシャフトを収納することを含み、これにより、前記テスト混合物の前記１
つもしくは複数の特性の検知で、前記プローブシャフトによる干渉を低減する、
　（２６）の方法。
（４０）前記テストチャンバ壁を突き刺すことは、前記テストチャンバ壁が前記プローブ
からサンプルを取り除く、ことを含む、
　（２６）の方法。
【００７９】
（４１）刺激源とセンサとが位置合わせされた収容キャビティに前記テストチャンバを挿
入する、
　ことをさらに含む、
　（２６）の方法。
（４２）液体及び／または固体物質に対象有機分子と関連する分析物を検出するポータブ
ルデバイスと、
　前記物質の１つもしくは複数のテストに関連するセンサデータを受信する前記ポータブ
ルデバイスと結合される計算処理デバイスと、
　を含み、
　前記計算処理デバイスは、前記物質の前記分析物の存在に対応するテスト結果を生成す
るために、前記センサデータを分析するように動作する、
　有機分子検知システム。
（４３）テスト結果、位置情報及び／またはコンテキスト情報を受信するために、前記計
算処理デバイスと通信するサーバデバイス、
　をさらに含む、
　（４２）のシステム。
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（４４）液体及び／または固体の物質の対象有機分子と関連する分析物を検出し、前記物
質の前記分析物の存在に対応するテスト結果を生成するように動作する、ポータブルデバ
イスと、
　前記物質の前記分析物の存在に対応するテスト結果を受信するために、前記ポータブル
デバイスと接続されている計算処理デバイスと、
　を含む、
　有機分子検知システム。
（４５）テスト結果、位置情報及び／またはコンテキスト情報を受信するために、前記計
算処理デバイスと通信するサーバデバイス、
　をさらに含む、
　（４４）のシステム。
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